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災害復旧事業によせて

街道に待ちわびた賑わいが、再び
～岩手・宮城内陸地震の災害復旧～

岩手県一関市長
勝　部　 　修

１ ．はじめに
　このたびは、一般国道342号災害関連事業につ
いて、月刊「防災」への投稿の機会を頂いたこと
に対し、深く感謝とお礼を申し上げます。
　一関市は、岩手県の南端、宮城県・秋田県との
県境に位置し（位置図）、西方には栗駒国定公園
の秀峰栗駒山（須川）を仰ぎ、東方には室根山県
立自然公園が鎮座し、その真ん中を悠々と流れる
北上川。その支流には、栗駒山、名勝天然記念物
厳
げん

美
び

渓や日本百景猊
げい

鼻
び

渓などがあり、広大な自然
の造形につつまれた面積1,113㎢、人口約12万人
の都市です（写真− 1）。
　自然豊かな山があり川が流れ、奥州藤原氏の優
れた文化が色濃く残る城下町・一関には、長い歴
史の中で大切に育まれてきた自慢の逸品が揃って
います。いわてが誇る新ブランド「いわて南牛」
をはじめ、「ひとめぼれ」、「ナス」「干しシイタケ」
「小菊」などの農産物や特産品、工業の振興など、
岩手県南、宮城県北地域の「中東北」の拠点都市
として産業振興に取り組み、「地域資源を生み育
て賑わいと活力あふれるまちづくり」を進めてい
ます。

２ ．岩手・宮城内陸地震の被害状況
岩手・宮城内陸地震の発生
　平成20年 6 月14日、午前 8時43分、一関市内中
心部から西方約26㎞地点（北緯39度01.7分、東経
140度52.8分）を震源として、深さ約 8 ㎞、M7.2
の直下型地震「岩手・宮城内陸地震」が発生し、
主に岩手県と宮城県に大きな被害をもたらしまし
た。

写真− １

　一関市における震度は、震源周辺地域で最大震
度6強、一関市内でも震度 5強を記録しました。
　市では、地震発生後直ちに災害対策本部を設置
し、被災者の救援対応や被災状況の把握、住民へ
の情報伝達などの緊急対応、避難所の開設などに
あたりました。
被害の様子
　地震発生から数時間、なかなか被害情報が入っ
てこない中、国土交通省防災ヘリコプターみちの
く号からの映像や現地調査にあたっていた消防団
からの情報が入り始め、被害の物凄さが時間の経
過と共に明らかになってきました。
　一関市内から栗駒山に向かう一般国道342号で
は、祭

まつ

畤
るべ

大橋の落橋（写真− 2）や法面崩落。栗
駒山麓を源流とする磐井川でも、至る所に崩落土
砂や大きな岩。そして、市野々原地区では大規模
地すべりによって河道が完全に閉塞状態となり天
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然ダム化（写真− 3）していくヘリコプター映像
が、その時点で唯一の情報でした。
　被害調査は、翌日15日から国土交通省緊急災害
対策派遣隊「テックフォース」と、砂防ボランテ
ィア岩手県協会が現地入りし、橋梁の点検、土砂
災害危険個所の点検などを実施していただきまし
たが、その迅速な対応には驚くものがありました。
　当市所管施設の被害状況は、公共土木施設被害
が河川28カ所、道路195カ所、橋梁 8か所、この
ほか都市施設や農林施設等を含めた市全体の被害
総額は約43億円にのぼりました。また、人的被害

は、死亡者 1名、土砂崩れに巻き込まれた 2名が
負傷しました。
避難の状況
　被災地からの避難は困難を極めました。法面崩
落などで国道が機能せず通常の輸送路が断たれた
状況の中で、孤立した集落の方々や、栗駒山に訪
れていた多くの観光客が、青森県、福島県、新潟
県、栃木県の防災ヘリコプター、札幌市消防局、
岩手県警、千葉県警、東京消防庁、海上保安庁と
自衛隊など、全国から救援に来てくれたヘリコプ
ターで地震発生から 2日目までに全員無事救助さ

位　置　図

写真− ２ 写真− 3
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れました。
　避難所に指定した被災地近くの本寺小学校に
は、この他家屋倒壊の恐れのある方々など、あわ
せて11世帯40名が避難することになりました。
　国道34２号の通行止めで一変した厳美街道
　初夏の装いを始めた栗駒山を散策しようと訪れ
たお客さん達で賑わっていた国道342号（地元で
の愛称：厳美街道）沿いの地域は、地震発生後か
らその様子が一変してしまいました。
　この厳美街道沿いには温泉がいくつもあり、「湯
けむり街道」と、もう一つの愛称もつけられてい
ます。なかでも栗駒山の登山口にあたり秘湯とし
て知られ、全国から沢山の方々が訪れる須川高原
温泉等、震源地近くの温泉施設が大きな被害を受
け、やむなく休業となりました。
　また、道路沿いには地元農家が開設した産地直
売所が数か所設けられ、季節折々の野菜がならび
評判となっていましたが、訪れる観光客がなくな
り、残念ながらこれも休業せざるを得なくなりま
した。
　この日を境にして、これまでの賑わいとは別に、
国、県、市による災害復旧工事と地域の力が一体
となった、復興に向かっての様々な取り組みがス
タートしていきました。

3 ．一般国道34２号災害関連事業
3－１. 被害の概要
　一般国道342号は、須川高原温泉や栗駒国定公
園等への岩手県側からの唯一のアクセス道路とな
っています。
　一関市厳美町須川（秋田県境）～真湯間の約15㎞
は、地震により、 4ヶ所で大規模な崩落が発生し
たほか、路面の地割れ・陥没など多く発生し全面
通行止めとなりました（写真− 4）。
3－２. 事業の概要及び特徴
⑴　事業概要
　延　　長：Ｌ=1,191.3ｍ
　　　　　　（うち、改良区間586.3m）
　事業期間：平成20年度～平成22年度
　事業内容：未改良区間の 2車線改良
　　　　　　（車道5.5m、全幅7.0m）

写真− 4

⑵　事業の特徴
　地震による災害では、 4ヶ所の大規模な崩落の
うち、 1ヶ所について、災害関連事業を採択して
いただきました。
　当該区間は、幅員狭小、急カーブの未改良区間
となっていたことから、安全で円滑な交通の確保
を図るため、前後区間にあわせ 2車線改良しまし
た。地形が急峻で、また、積雪のため冬期には工
事ができないなど、施工性、経済性などからアン
カー付山留式親杭パネル工法を採用し、工期の短
縮を図りました。

4 ．災害復旧の状況
　災害復旧工事は、道路、河川、農地、学校、な
ど多種にわたりました。取り分け、大規模な工事
となる土木施設と治山施設の復旧は、国土交通省、
林野庁、県土木部局、県農林部局、そして当市と
所管が分かれるため、他機関の工事箇所を通らな
いと資材の搬入が出来ないなど、工事箇所毎に幾
つかの機関との調整が必要で、しかも急がなけれ
ばならないため、県一関振興局（当時）の土木部
長さんを中心に、「一関地区震災対策に関する調
整会議」を組織し、全体を効率的に進めるという
観点から、状況説明や依頼事項をまとまって話し
合い、調整にかかる時間短縮を図ったことで順調
に工事が進みました。
　主な災害としては、まず第一には河道閉塞（天
然ダム）です。
　大規模地すべりによって発生した河道閉塞（市
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平　面　図

標準横断図

改良区間

被災直後
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野々地区）では、天然ダムと化して日に日に水位
が上昇していき、川の水位が貯まった土砂の高さ
を超えて決壊し、土砂を巻き込んで市街地に押し
寄せる危険性が有ったため、国土交通省は直轄砂
防災害関連緊急事業により磐井川の脇に排水路の
掘削を行いました。各地で過去に起きた大地震を
契機に開発されたポンプ設備や災害対策用機械、
通信関係機器、そして中越地震での天然ダム対応
経験者などを素早く派遣していただき、地元とし
て大変心強く感じました。また、地すべりの発生
した斜面を安定化させるため林野庁は民有林直轄
治山事業による大規模地すべり復旧対策工事に着
手され、国交省と連携して行うことで工事期間の
大幅な短縮が図られました。本復旧工事（排水路）
はこの 4月に完成し、大雨が降っても土砂の決壊
を起こす心配は無くなりました。
　主な災害の第 2は、国道342号です。
　災害時に落橋し、地震の象徴となった感のある
祭畤大橋、至る所で発生した土砂崩落。これだけ
大規模な崩落が数多くあったのに巻き込まれて亡
くなる人がいなかったのは不幸中の幸いでした。
しかし、国道は生活道路でもあったので、沿道の
集落が孤立化し住民は避難所生活を余儀なくされ
ました。
　各機関の復旧工事の進捗と集落の孤立化対策と
して、岩手県では直ぐに迂回路の建設に着手され、
その年の11月末には迂回路として国土交通省が災
害対策用に開発した「応急組立橋」を含む仮橋を
2箇所設置するなどで最も西にある集落まで、道
路が開通できました。これにより、土砂災害危険
箇所の判定で「危険」とされた 3世帯をのぞき、
避難勧告が解除されました（最期に残った 3世帯
は、翌年 6月に対策工事の実施により解除となっ
ています）。
　本格復旧は少しずつではありましが、市街地側
から西へ西へと進みました。仮設道路の建設も危
ぶまれる程急峻な地形での復旧工事となり、誰し
もが復旧の可能性を疑った真湯から秋田県境約15
㎞須川までの区間では、従来から大型バスの相互
交差の困難な場所が多かったため災害復旧に併せ
て1.5車線的道路整備が導入され、部分的な線形
改良や待避場所の建設により、以前より走行性の
改善も図られました。そして、多くの関係者の尽

力によって工事が順調に進み、橋梁の新設など一
部の工事が継続されていますが一般車両の通行に
支障がなくなったことから、予定を早め本年 5月
30日に再開通を迎えることができました。
　こうして、岩手・宮城内陸地震による災害復旧
工事は、地震発生の平成20年 6 月14日から 2年弱
で概ね完了となりました。

５ ．開　　通
一般国道34２号再開通
　開通式は岩手側の通行止め箇所「真湯ゲート」
で行われ、達増知事をはじめ、災害復旧に携わっ
た団体や関係者約130名が出席したほか、住民等
約70名が駆けつけてくれました。式典の後、復旧
された道路を上っていくと、佐竹秋田県知事や
佐々木東成瀬村長が県境にあたる山頂ゲート部で
出迎えてくれ、地元の子供達も一緒に「よさこい
ソーラン」や「餅まき」等イベントに参加してく
れました（写真− 5）。
　また、地元の観光協会では、これまで支援して
くれた全国の方々や昼夜を問わず復旧工事に尽力
された方々に「感謝」の意を表す缶バッチを 1万
個製作し、多くの市民にいろんな場所で付けても
らうようにしています。

６ ．おわりに
　岩手・宮城内陸地震は私たちに、防災意識と命
や財産を守るための施設整備の重要性をあらため
て教えてくれました。
　私たちはこの教訓から、将来を担う子供たちの
防災教育や将来の減災につなげて行こうと、市
野々原地区の大規模地すべりによる天然ダムは、
排水路の完成でかなり小さくなりましたが「湖」
の状態で、また、落橋した祭畤大橋は、ほぼその
状態で遺構として保存することとし、一関市を訪
れる多くの皆さんに、平成23年 4 月から間近で見
ていただけるよう準備を進めています。
　また、一時遠のいていた観光客も国道の開通と
ともに、少しずつではありますが訪れていただく
ようになり、以前のような賑わいが戻りつつある
ことを感じられるようになりました。
　あれから 3度目の夏が過ぎ、これから山は紅葉
の季節を迎えようとしています。この機会に元気
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を取り戻している一関市に一度足を運んでいただ
ければ幸いです。
　結びに、国土交通省、財務省及び岩手県をはじ
め多くの関係機関や関係者の方には迅速な対応を
いただき、一般国道342号災害関連事業、公共施

設災害復旧事業等の工事が無事進みましたことに
ついて心より厚くお礼申し上げます。
　今後とも引き続きご支援のほどよろしくお願い
します。

写真− ５

開通直後 真湯地区

復興乃碑 除幕
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平成２２年防災功労者内閣総理大臣表彰を受賞

国土交通省河川局防災課　

　去る ９ 月 2 日、総理大臣官邸において、平成22年
防災功労者内閣総理大臣表彰式が執り行われまし
た。この表彰は、『「防災の日」及び「防災週間」に
ついて』（昭和５7年 ５ 月11日閣議了解）に基づき、
災害時における人命救助や被害の拡大防止等の防災
活動の実施、平時における防災思想の普及又は防災
体制の整備の面で貢献し、特にその功績が顕著であ
ると認められる団体又は個人を対象として行われる
ものです。
  今年は全体で ４ 個人、1４団体が受賞し、国土交通
省水防関係では、平成21年中国・九州北部豪雨災害
及び平成21年 ８ 月豪雨災害に対する水防活動に著し
い功労があったとして、佐賀市消防団中部方面隊第
3 支団（佐賀県）、諏訪市消防団（長野県）が表彰
されました。
　わが国は、自然的・社会的環境から洪水等による
災害を受けやすく、毎年のように豪雨や台風による

洪水が全国各地で発生しております。今年も台風や
梅雨前線の影響による大雨の被害が発生しており、
尊い人命と多くの資産が失われております。
　今回受賞された各団体は、長年培ってきた豊富な
経験を十分生かし、豪雨等の悪条件の下、我が身の
危険を顧みず水防活動を実施され、災害の拡大を防
止するとともに被害の軽減に多大なる功績を上げら
れました。
　国土交通省といたしましては、安全で安心できる
国土の形成を目指し、治水施設の整備を推進してい
るところですが、水害を根絶することが難しい状況
におきましては、出水時に迅速かつ的確に行われる
水防活動は、その被害の防止や軽減に重要な役割を
担っております。
　今後とも水害に備え、地域住民の水防意識の高揚
を図り、地域ぐるみの水防活動の実現等更なる水防
体制の強化充実に資していくことが重要です。

記念撮影（国土交通省水防関係）　佐賀市消防団中部方面隊第 ３支団（佐賀県）、
諏訪市消防団（長野県）
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記念撮影（全体）

内閣総理大臣挨拶

表彰状の授与
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平成23年度災害復旧関係予算概算要求の概要等

国土交通省河川局防災課　

　平成23年度予算の概算要求については、「平成23
年度予算の概算要求組替え基準について」（平成22
年 7 月27日閣議決定）により、以下のとおり行うこ
ととされている。
　平成23年度予算は、「新成長戦略」（平成22年 6 月
18日閣議決定）を着実に推進し、元気な日本を復活
させるため、配分割合が固定化している予算配分を
省庁を超えて大胆に組み替えることで、財政規律を
維持しつつ、国民目線・国益に立脚した予算構造に
改め、「新成長戦略」の目標とする経済成長や国民
生活の質の向上を目指している。政府一丸となって
これを実現するために、以下の「組替え基準」を定
めている。

1 ．元気な日本復活特別枠
　デフレ脱却を含めた経済成長の実現、国民生活の
安定・安全、「新しい公共」の推進など、元気な日
本を復活させるための施策に予算の重点配分を行う
仕組みとして「元気な日本復活特別枠」を設定する。
その規模は 1 兆円を相当程度に超えるものとし、歳
出の大枠である約71兆円の枠内で、できる限りこの
特別枠の規模を大きくするため、ムダづかいの根絶
や総予算の組替えに政府をあげて徹底的に取り組む。

2 ．ムダづかい根絶・総予算組替え
○事業仕分け、行政事業レビュー等の結果の適切な

反映
○「行政事業レビューシート」による全事務事業の

検証
○20年以上経過した事務事業の廃止を前提とする検

証
○独立行政法人・公益法人への交付金等の削減
○庁費・委託費・施設費の削減
○「地域主権戦略大綱」（平成22年 6 月22日閣議決定）

に則った一括交付金化・出先機関改革の推進

3 ．財政健全化への取組
　「財政運営戦略」（平成22年 6 月22日閣議決定）に
基づく「歳出の大枠」（約71兆円）はこれを堅持し、
国債発行額についても平成22年度当初予算の発行額

（約44兆円）を上回らないよう、全力をあげる。

4 ．予算編成の透明化強化の推進
　国民に開かれた予算編成の実現のため、政権交代
以来、一貫して取り組んできた予算編成の透明性強
化の推進を、来年度予算編成においても着実に実行
する。

Ⅰ．国土交通省関係予算概算要求の概要

　国土交通省では、平成21年 9 月に前原大臣が就任
して以降、主に次の二つの点に取り組んできた。
　一つ目は、現在の日本の置かれている制約要因で
ある人口減少、少子高齢化、莫大な財政赤字を踏ま
えて、公共事業予算の縮減と中身を見直す作業を行
い、平成22年度の予算において、農林水産省と合わ
せて民主党が公約に掲げた1.3兆円の公共事業費の
削減を 1 年で達成した。また、港湾等の選択と集中
や、できるだけダムに頼らない治水、空港整備特別
会計の見直しも進めてきた。
　二つ目は、国土交通省所管の成長分野を伸ばし
ていくために、平成21年10月に国土交通省成長戦
略会議を設置し、 ５ 分野にわたる検討を行い、民
間の活力を活用するための PPP（Public Private 
Partnership）や PFI（Private Finance Initiative）
の活用や、インバウンド観光、休日の分散化の問題
等を本格的に実践するため、平成23年度の概算要求
に盛り込んでいる。
　概算要求の中身については、国土交通省の成長戦
略の実現を図るための施策を要求のメインの柱に据
えた上で、真に必要な社会資本の着実な整備、交通
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基本法関連施策の充実、高速道路の原則無料化の推
進、安全、環境、地域の雇用・経済のための施策の
強化といった分野に重点を置いて、メリハリのある
要求を行っている。

《平成23年度予算概算要求の基本方針》
1．既存予算の抜本的な組替え
　政権交代後の初めての本格的な予算編成に当た
り、これまでの税金の使い道を徹底的に見直し、既
存予算の抜本的な組替えを行うことにより、新たな
時代に対応しながら、我が国を牽引する国土交通行
政へと大きく転換を図る。
　事業仕分け、行政事業レビューなど、昨年秋以来
進めてきた取組の成果を、平成23年度予算概算要求
に着実に反映させる。

2 ．成長戦略の実現等
　成長戦略の実現を中心に据えながら、真に必要な
社会資本の着実な整備、交通基本法関連施策の充実、
高速道路の原則無料化の推進、安全、環境、地域の
雇用・経済のための施策の強化といった分野に重点
を置いて、「選択と集中」を徹底し、メリハリのあ
る要求を行う。

3 ．公共事業予算の確保
　公共事業予算については、平成22年度予算におい
て、 4 年間分の削減を達成したことを踏まえ、「元
気な日本復活特別枠」の要望を含め、前年度とおお
むね同額の要求を行う。

4 ．総合力の発揮
　民間の資金、経営能力、技術的能力を最大限に活
用し、PPP の手法を取り入れ、官民の総力を結集
した施策展開を図る。また、他の府省との積極的な
連携を図り、省内にあっては国土交通省設置後10年
を経た現在の施策・事業実施の組織体制を大胆に見
直す。これにより、これまでの枠にとらわれること
なく、総合的な政策を推進し、より高い成果を実現
する。

《平成23年度予算概算要求の概要》
1．予算の重点化
　成長戦略の実現を中心に据えながら、真に必要な
社会資本の着実な整備、交通基本法関連施策の充実、
高速道路の原則無料化の推進、安全、環境、地域の

雇用・経済のための施策の強化といった分野に重点
を置いて、「選択と集中」を徹底し、メリハリのあ
る要求を行う。
　各事業・施策分野においては、その目的・成果に
踏み込んできめ細かく重点化し、限られた予算で最
大限の効果の発現を図る。

2 ．事業仕分け・行政事業レビュー等の反映
　事業仕分け、行政事業レビューなど、昨年秋以来
進めてきた取組の成果を、平成23年度の事業に着実
に反映させる。

3 ．地域主権の確立に向けた取組
　「地域主権戦略大綱」を踏まえ、社会資本整備総
合交付金を抜本的に見直し、地方の自由度を拡大す
る観点から、国の政策目的を着実に実現しつつ、府
省の枠にとらわれず使えるようにし、できる限り大
きいブロックに括る。また、権限移譲や国の出先機
関改革に伴い必要な国による財政措置の在り方等に
ついて、今後必要な検討を行い、適切に対応してい
くこととする。

《概算要求の規模》
○一般会計予算
　公共事業関係費
 4 兆8,342億円（対前年度1.00倍）
　非公共事業
　・裁量的経費 ５,188億円（対前年度1.37倍）
　・義務的経費等 3,５48億円（対前年度1.02倍）
　　　合　計 ５ 兆7,079億円（対前年度1.02倍）

（うち、「元気な日本復活特別枠」7,５49億円）
（注）各計数はそれぞれ四捨五入によっているので、

端数において合計とは合致しないものがある。

○財政投融資 2 兆５,37５億円（対前年度1.03倍）
　財政機関債発行予定額
 3 兆1,480億円（対前年度0.71倍）

Ⅱ．河川局関係予算概算要求の概要

　河川局では、関係予算全体について、必要性・事
業効率等を勘案し優先順位付けを徹底するととも
に、行政刷新会議の指摘事項等も踏まえて、さらな
る効率化・見直しを進めている。
　予算全般については、災害危険度の高い地域にお
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ける効果的な災害予防対策を着実に実施するととも
に、災害が発生した地域における再度災害の防止対
策を適切に実施することとしている。
　また、「元気な日本復活特別枠」については、地
域の住民生活の安定・安全や、経済発展の支障とな
る水害・土砂災害等に対する不安の解消を図り、元
気な日本復活に寄与するものを要望している。

《全般》
1．維持管理 【国費：約1,214億円】
　既存施設が機能発揮するよう、コスト縮減に努め
つつ適切な維持管理を行うとともに、更新が必要な
施設の増大が見込まれていることを踏まえ、既存ス
トックの長寿命化対策等の戦略的維持管理を進める。

2 ．災害対応・危機管理対策 【国費：約1,236億円】
　災害が発生した地域において再度災害の防止対策
を適切に実施するとともに、災害が発生した場合の
危機管理体制の充実を図る。

3 ．予防的な治水対策 【国費：約1,488億円】
　国民の生活の安全安心を確保するため、災害危険
度の高い地域における効果的な災害予防対策を重点
的に実施するとともに、併せて気候変動・地球温暖
化への適応策を実施する。

4 ．良好な河川環境の回復 【国費：約69億円】
　河川の再自然化や湿原の復元など、環境再生のた
めの河川整備等を地域の NPO 等と連携しつつ推進
するとともに、併せて観光振興等を支援する。

5 ．ダム建設 【国費：約1,399億円】
　検証の対象とせず、継続的に事業を進めることと
したダム事業については、計画的に事業を進捗させ
る。検証対象としたダム事業については、引き続き、

「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、
個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。

《元気な日本復活特別枠》
1．激甚な水害・土砂災害が生じた地域における再
度災害防止対策 【国費：約214億円】

　激甚な水害・土砂災害が発生した地域において、
早期の再度災害防止を図るため、短期集中的に治水
事業を実施する。

2 ．生活の安定・安全を脅かすような災害が発生し
た地域における災害対策 【国費：約348億円】

　床上浸水被害が頻発するなど、繰り返しの水害・
土砂災害の発生等により生活に大きな支障がもたら
されている地域において、被害の防止・軽減を図る
ため、集中的に事業を実施する。

《概算要求の規模》
○河川局関係予算（一般会計国費） 6,774億円
　　治水事業等関係費 6,304億円
　　災害復旧関係費 4５4億円
　　行政経費 17億円

Ⅲ．災害復旧関係予算概算要求の概要

　事業の効率的かつ効果的な執行を確保する観点か
ら、河川等災害復旧事業においても予算要求前に行
政事業レビューを実施した。行政事業レビューは、
担当副大臣をチームリーダー、全ての大臣政務官を
サブリーダーとする予算監視・効率化チームが実施
主体となって取り組み、河川等災害復旧事業につい
てはチームより「現状維持」（より迅速な対応を進
めるために、自治体や各機関との連携強化を図り、
より効率的・効果的な実施に努める）との所見を得た。
　平成23年度予算概算要求では、この行政事業レビ
ューの結果を反映して要求を行っている。

《概算要求の規模》
　　事業費　600億円（対前年度比0.9５）
　　国　費　4５4億円（対前年度比0.90）
　うち、防災課所管分（表参照）
　　事業費　433億円（対前年度比1.1５）
　　国　費　301億円（対前年度比1.13）

　防災課所管事業の要求概要は以下のとおり

1 ．河川等災害復旧事業（災害復旧）
　災害復旧事業については、災害発生年を含めて 3
箇年で完了することとし、災害発生後 3 年度目にあ
たる21年災害は100％、 2 年度目にあたる22年災害
は累計進度97.9％、23年災害は想定決定額に対し標
準進度30.0％とするための所要額27,60５百万円（事
業費39,019百万円）を要求している。
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2 ．災害緊急対応事業
　大規模自然災害発生直後の緊急調査等で発見され
た被災箇所で、最終的に応急復旧等を実施する者が
未調整で、実施主体や分担が決定されるまでの間、
放置すれば被害拡大及び二次被害のおそれがあるた
め、民生の安定上、緊急的に対応を実施する必要が
あるものについて被害拡大の防止などの緊急対応を
実施するための所要額200百万円（事業費200百万円）
を要求している（新規要求事項あり、後述）。

3 ．河川等災害関連事業（災害関連）
　河川等災害関連事業（一般関連）については、災
害発生年を含めて 3 箇年で完了することとし、災害
発生後 3 年度目にあたる21年災害は100％、 2 年度
目にあたる22年災害は標準累計進度7５.0％、23年災
害は想定決定額に対し標準進度2５.0％とするための
所要額623百万円（事業費1,212百万円）を要求して
いる。
　河川等災害特定関連事業（特定関連）については、
災害発生の翌年から 2 箇年で完了することとし、災
害発生の翌年から 2 箇年目にあたる21年災害は100
％、初年度にあたる22年災害は標準進度80.0％とす
るための所要額37百万円（事業費74百万円）を要求
している。
　特定小川災害関連環境再生事業（特定小川）につ
いては、災害発生年を含めて 3 箇年で完了すること
とし、災害発生後 2 年度目にあたる22年災害は標準
累計進度87.５％、初年度にあたる23年災害は想定決
定額に対し標準進度30.0％とするための所要額0.7
百万円（事業費1.4百万円）を要求している（新規
要求事項あり、後述）。

4 ．河川等災害復旧助成事業（河川等助成）
　河川災害復旧助成事業（河川助成）については、
災害発生年を含めて 4 箇年（大規模は ５ 箇年）で完
了することとし、災害発生後 3 年度目にあたる21年
災害は標準累計進度73.4％（大規模は60.0％）、 2
年度目にあたる22年災害は標準累計進度46.7％、23
年災害については想定決定額に対し標準進度20.0％
とするための所要額1,401百万円（事業費2,802百万
円）を要求している。
　河川等災害関連特別対策事業（災関特別）につい
ては、災害発生年を含めて 3 箇年で完了することと
し、災害発生後 3 年度目にあたる21年災害は100％、
2 年度目にあたる22年災害は標準累計進度75.0％、

23年災害は想定決定額に対し標準進度2５.0％とする
ための所要額6.6百万円（事業費16.５百万円）を要
求している。

5 ．後進地域特例法適用団体等補助率差額（補助率
差額）

　「後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負
担割合の特例に関する法律」の適用を受ける県が実
施した災害復旧助成事業又は災害関連事業につい
て、通常の補助率による補助金の嵩上げ額を交付す
るための所要額214百万円を要求している。

Ⅳ．防災課所管事業の新規要求事項（制度拡充）

1．TEC-FORCEの活動強化
　緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）は、大規
模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合において、被災地方公共団体等が行う災害応急対
策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施する
ことを目的としたものである。
　近年多発する集中豪雨等に対応するため、平成22
年 6 月の国土交通省防災会議において、「集中豪雨
等により災害が発生し、被災地方公共団体単独の対
応が困難な場合であって、被災地方支分部局の災
害対策本部長が必要と判断した場合」においても
TEC-FORCE を派遣できるようにした。
　これにあわせて、従来の TEC-FORCE 派遣要件

（国土交通本省非常体制以上）時の大規模災害発生
時において、被災直後の緊急的な対応を実施するた
めの活動経費である災害緊急対応事業（Ⅲ. 2 .）の
採択要件を変更し、集中豪雨等の災害により重大な
被害が発生し TEC-FORCE の派遣が決定された場
合も災害緊急対応事業費を活用できるようにする。

2 ．災害関連事業の拡充
　以下について災害関連事業（Ⅲ. 3 .）の採択基準

（公共土木施設災害復旧事業査定方針 第19）を拡充
する。

○落雷による再度災害防止対策
　地球温暖化が原因の 1 つと考えられている局地的
な豪雨の増加とともに、雷による施設被害も増加傾
向にある。また、落雷被害を受け、災害復旧事業で
復旧した公共土木施設が、再度同様の被災をした事
例も発生している。
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　そこで、災害関連事業において落雷による再度災
害防止対策を実施できるようにする。具体的には、
雷によりメタルケーブルが被災した際に、災害関連
事業により雷の影響を受けない光ケーブルで復旧す
る、局舎への過電圧・過電流抑止装置等を設置する等。

○海岸における情報施設整備
　災害復旧において、被災規模を下回る計画規模で
復旧せざるを得ない場合がある。このとき、災害関
連事業の河川工事では、水位計等の観測施設及び観
測されたデータを伝達するための施設を整備するこ
とで、災害時に適切な情報提供を行い、再度災害防
止を図ることができる（公共土木施設災害復旧事業
査定方針第19・ 1 ㈡イトⅱ）。

　今後、気象変化に伴う災害リスクの増大が懸念さ
れるなか、多くの海岸で被災時の波高が計画潮位又
は計画堤防高を超えており、海岸の災害復旧におい
ても、被災波高を下回る計画規模で復旧せざるを得
ない場合には、災害関連事業で潮位計等の観測施設
及び観測されたデータを伝達するための施設整備を
可能にする。

○間接的な被災原因の除去
　水路、渓流等の異常な出水により、排水施設等か
らいっ水氾濫、土砂災害等を生じ、これらが当該災
害の発生の原因となった場合、災害関連事業でその
原因の除去又は是正を行えるようにする。

平成22年度災害復旧促進全国大会
及び臨時総会 日程決まる

　　　　 1．期　日　　平成22年11月26日（金）

　　　　 2．会　場　　東京都港区・日本消防会館ホール
　　　　　　　　　　　（ニッショーホール）

なお、詳細については、後日お知らせ致します。

お知らせ
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表　平成23年度 災害関係予算概算要求事業費・国費総括表（防災課所管分） （単位：千円）

事　　　　項
22年度予算額 23年度要求額 対前年度比較増△減 対前年度倍率

事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費

〔災 害 復 旧〕 33,787,000 24,420,000 39,018,641 27,605,222 5,231,641 3,185,222 1.1548 1.1304
補 助 33,787,000 24,420,000 39,018,641 27,605,222 5,231,641 3,185,222 1.1548 1.1304

20　　年　　災 4,0５4,000 2,834,000 0 0 △ 4,0５4,000 △ 2,834,000 0.0000 0.0000
21　　年　　災 0 0 9５1,237 6５3,５00 9５1,237 6５3,５00 − −
22　　年　　災 29,733,000 21,５86,000 8,691,942 6,1５3,89５ △21,041,0５8 △1５,432,10５ 0.2923 0.28５0
23　　年　　災 29,37５,462 20,797,827 29,37５,462 20,797,827 − −

〔災 害 関 連〕 3,740,000 2,304,000 4,305,746 2,482,035 565,746 178,035 1.1512 1.0772
河 川 等大規模関連 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 1.0000 1.0000
災 害 緊 急 対 応 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 1.0000 1.0000

22　　年　　災 200,000 200,000 0 0 △  200,000 △  200,000 0.0000 0.0000
23　　年　　災 200,000 200,000 200,000 200,000 − −

災 害 関 連 1,873,000 1,002,000 1,286,979 660,395 △  586,021 △  341,605 0.6871 0.6590
一 般 関 連 1,773,000 952,000 1,211,769 622,790 △  561,231 △  329,210 0.6834 0.6541

20　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
21　　年　　災 1,５87,000 8５2,000 322,008 161,004 △ 1,264,992 △  690,996 0.2029 0.1889
22　　年　　災 186,000 100,000 369,360 191,698 183,360 91,698 1.98５8 1.9169
23　　年　　災 ５20,401 270,088 ５20,401 270,088 − −

特 定 関 連 100,000 50,000 75,210 37,605 △  24,790 △  12,395 0.7521 0.7521
特 定 関 連 100,000 50,000 73,800 36,900 △  26,200 △  13,100 0.7380 0.7380

20　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
21　　年　　災 100,000 ５0,000 23,3５2 11,676 △  76,648 △  38,324 0.233５ 0.233５
22　　年　　災 0 0 ５0,448 2５,224 ５0,448 2５,224 − −

特 定 小 川 0 0 1,410 705 1,410 705 − −
20　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
21　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
22　　年　　災 0 0 80 40 80 40 − −
23　　年　　災 1,330 66５ 1,330 66５ − −

河 川 等 助 成 1,667,000 1,004,000 2,818,767 1,407,733 1,151,767 403,733 1.6909 1.4021
河 川 助 成 1,646,000 995,000 2,802,264 1,401,132 1,156,264 406,132 1.7024 1.4081

18　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
19　　年　　災 362,000 181,000 0 0 △  362,000 △  181,000 0.0000 0.0000
20　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
21　　年　　災 1,284,000 814,000 1,900,990 9５0,49５ 616,990 136,49５ 1.480５ 1.1676
22　　年　　災 0 0 173,130 86,５6５ 173,130 86,５6５ − −
23　　年　　災 728,144 364,072 728,144 364,072 − −

海 岸 助 成 0 0 0 0 0 0 − −
18　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
19　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
20　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
21　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
22　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
23　　年　　災 0 0 0 0 − −

災 関 特 別 21,000 9,000 16,503 6,601 △  4,497 △  2,399 0.7858 0.7334
20　　年　　災 0 0 0 0 0 0 − −
21　　年　　災 21,000 9,000 1,160 464 △  19,840 △  8,５36 0.0５５2 0.0５1５
22　　年　　災 0 0 6,368 2,５47 6,368 2,５47 − −
23　　年　　災 8,97５ 3,５90 8,97５ 3,５90 − −

補 助 率 差 額 98,000 213,907 115,907 2.1827

合　　　　　計 37,527,000 26,724,000 43,324,387 30,087,257 5,797,387 3,363,257 1.1544 1.1258

〔災 害 復 旧〕 33,787,000 24,420,000 39,018,641 27,605,222 5,231,641 3,185,222 1.1548 1.1304

〔災 害 関 連〕 3,740,000 2,304,000 4,305,746 2,482,035 565,746 178,035 1.1512 1.0772
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　国土交通本省では、「防災の日」の ９月 1日（水）に、
政府が実施する総合防災訓練と連携して、東海・東
南海・南海地震を想定した地震防災訓練を防災セン
ターにて実施した。
　発災後 1時間後を想定した非常災害対策本部訓練
では、本部長である事務次官をはじめとする幹部が
参集し、被災状況や対応方針の報告を行うとともに、
発災後 2時間30分後を想定とした緊急災害対策本部
会議では、本部長である前原国土交通大臣をはじめ、
政務三役全員のご参加を頂き、被災地方支分部局と
のTV会議、各局からの報告などが行われた。
　TV会議訓練では、地震で甚大な被害が想定され
る中部、近畿、四国の各地方整備局及び各地方運輸
局とテレビ会議システムで結び、災害対策用ヘリコ
プターや河川・道路・港湾管理用カメラによる映像
も活用し収集した被災情報、所管施設の点検や地方
自治体への支援等の対応状況について各地方整備局
及び各地方運輸局からの報告が行われた。

　訓練の最後に前原大臣から、｢平素から災害に対
する備えの強化及び実践的訓練を積み重ね、災害対
応能力の更なる向上を図るなど、防災への取り組み
をより一層充実するよう」、訓示があった（写真）。
　また、翌 2日（木）には、国土交通省業務継続計画
に基づき、首都直下地震を想定した徒歩参集訓練及
び安否確認訓練を実施した。徒歩参集訓練では、実
際に徒歩で参集する訓練や経路図を作成する訓練を
実施し、安否確認訓練では、携帯電話を用いて、本
人・家族の安否状況、参集の可否等を送信する訓練
を実施した。さらに、同日午後には緊急地震速報伝
達・対応訓練が行われた。
　国土交通省は、災害から国民の安全・安心を確保
するという重要な使命を担っており、災害時には施
設等の迅速な復旧等により国民生活の一日も早い復
興を目指すことが重要である。今後とも実践的要素
を取り入れた効果的な訓練を積み重ね、災害対応能
力の向上に努めていきたい。

緊急災害対策本部会議運営訓練で訓辞を述べる前原大臣（中央）

平成２２年度国土交通本省地震防災訓練

国土交通省河川局防災課災害対策室　

災対室情報
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１ ．千葉県の特徴
　千葉県は、日本列島のほぼ中央に位置し、房総
半島東側は太平洋、西は東京湾を臨み、北西は江
戸川、北は利根川に面する四方を海と川に囲まれ
た地勢となっています。
　地形の特徴は、全体的に標高が低く、200〜400ｍ
級の山々が連なる房総丘陵の他は、平坦な下総台
地、利根川流域と九十九里沿岸の平野等で構成さ
れ、全国的に見ても低平な県といえます。
　三方を海に囲まれた当県は、冬暖かく夏涼しい
海洋性の温暖な気候であり、年間降水量は、南部
で2,200㎜を超えるところもありますが、北部で
は概ね1,300〜1,400㎜となっています。
　当県の県土を形成する道路について、近年では
東京湾アクアラインが有名ですが、これに加え、

東関東自動車道などの高速自動車国道 4 路線、県
内各地域をネットワークする一般国道20路線、そ
れらと一体となって機能する県道である主要地方
道と一般県道300路線、及び121,915路線からなる
市町村道が接続し、道路網を構成しています。
　また、河川については、一級河川89河川（沼も
含む）、二級河川137河川、準用河川138河川で、
指定延長（左岸 + 右岸、沼は周囲）3,675㎞によ
り構成されています。直轄管理の利根川、江戸川
を除いては、全国的に見ると小規模な河川が多い
ですが、県内は標高が低い割に斜面が急であり、
南部には地すべり地帯があるなど、脆弱な地質も
分布しているため、ひとたびの出水が大変な猛威
を振るい、過去、幾度となく甚大な被害をもたら
してきました。

２ ．千葉県の災害の状況
　当県における過去10年間の被害状況（下表）に
よれば、平成16年を除くと、幸いなことに、災害
の少ない年が続いています。
　一方、被害が突出する平成16年については、
488箇所、9,707百万円にのぼる甚大な被害を受け
ており、県南を流れる落合川では、死者の発生す

千葉県の防災対策の取組み

………………………………千葉県県土整備部 県土整備政策課・
道路環境課・河川環境課

千葉県の年間降水量
（銚子地方気象台 HP から引用） 被害報告額１0箇年推移（県・市町村）
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る大きな災害となりました。この災害では、災害
関連事業が採択され、総事業費1,670百万円をも
って改良復旧工事が実施されました。

3 ．千葉県の防災対策の取組み
　国では今後30年の間に当県を含む南関東地域に
おいて、マグニチュード 7 程度の大規模な地震が
70％の確率で発生すると予測しています。
　また、今後、地球温暖化などの影響により、台
風が強大化するとともに、局地的な集中豪雨の頻
度が増大し、風水害や土砂災害が増加することが
懸念されています。
　当県では、平成19年度に千葉県総務部が実施し
た被害想定調査において、地震災害により建物の
倒壊や火災、死傷者の発生等、甚大な被害が発生
するとの調査結果が出たことから、平成21年度に、
県の総合的な防災計画である「千葉県地域防災計
画」を見直し、想定地震の見直しや千葉県地震防
災戦略を反映させる等の修正を行っています。
　さらに、県土整備部では、自然災害から県民の
生命・財産を守り、被害を最小限にとどめるため、
道路や河川などの社会資本の整備を進めるととも
に、防災訓練、迅速な避難誘導に向けた情報提供
及び講習会などを実施しています。
　ここでは、その取組みの一部を項目別に紹介し
ます。

⑴　関係団体との連携
　当県では、災害時における道路・河川など公共
土木施設の機能の確保及び回復を目的として、建

設業や電業などの協会と「地震・風水害・その他
の災害応急対策に関する業務協定」を締結し、さ
らに、早期復旧に対して一層の強化が図られるよ
うに、測量・地質調査及び建設コンサルタントの
協会とも業務協定を締結しており、防災訓練等を
これらの協会や、防災に係る NPO 団体等と協働
で行うことで発災時の協力体制の一層の充実を図
っています。

⑵　震災への取組み
　当県では、震災時における対応を迅速かつ的確
に行うため、「震災時における県土整備部の対応
計画」において震災対応の基本となる事項を定め
るとともに、この計画に基づく円滑な対応が図ら
れるよう発災時に職員がなすべき具体的な活動の
手引書として「県土整備部震災実働マニュアル」
を作成しています。
　県内で震度 5 強以上の地震が発生すると、千葉
県災害対策本部のもとに、県土整備部震災対策組
織が自動的に設置されます。この組織は、県土整
備部震災対策会議、同会議事務局、県内29の出先
機関に設置される現地震災対策班から構成され、
勤務時間外における発災の際は、予め選任された
初動職員が自動参集し、初期対応にあたることと
なります。
　例年 9 月には、迅速かつ円滑な復旧活動を図る
ことを目的として、県土整備部で震災訓練を行っ
ており、本年も 9 月 1 日に関東地方整備局千葉国
道事務所及び関係団体等と連携し実施したところ
です。

平成１6年災 落合川の氾濫による浸水状況（左）、避難状況（右）
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⑶　風水害への取組み
　本県で収集する水防に関する情報として、県内
各所に設置した雨量計、主要な河川に設置してあ
る水位計及び港湾に設置してある潮位計の観測情
報があります。
　雨量計は100箇所、水位計は109箇所、潮位計は

5 箇所に設置されています。
　そのデータは有線・無線回線を利用してリアル
タイム情報として県庁に集められ、集中監視して
おり、水防本部が利用するイントラネット版の他、
関係職員が通常のインターネットでも閲覧できる
ようになっています。

震災訓練の模様（震災対策会議）

WINC２画面（雨量）パソコン版

震災訓練の模様（震災対策会議事務局）

WINC２画面（水位）パソコン版
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　また、水防配備体制の判断にあたって、前記の
雨量・水位・潮位情報の他、本県の状況に即した
適切な気象情報を民間の気象情報会社より入手
し、より的確な水防体制が執れるよう情報支援を
受けております。
　一般県民向けには雨量・水位観測情報を公開す
るサイトを作成しています。
　このサイトは平成17年度から開設され、パソコ
ン版、携帯電話版合わせて年間100万回以上のア
クセスを記録しており、「WINC 2 （ウィンクツ
ー）」という愛称で呼ばれています。（「WINC」
は「Weather Information Chiba」の頭文字から
なっています。）
　県民の方々がこの情報を的確に利用することに
より防災意識を高め、「自助」につながることを
目指しています。

⑷　土砂災害への取組み
　当県では、9,764箇所ある土砂災害危険箇所の
うち、優先順位を定めて、土砂災害警戒区域等に
おける土砂災害防止対策の推進に関する法律（通
称：土砂災害防止法）に基づく区域指定を関係市
町村の協力のもと、住民の理解を得ながら進めて
いるところです。

　また、県と気象台が共同で発表する土砂災害警
戒情報を平成20年 3 月から運用を開始し、併せて

「千葉県土砂災害警戒情報システム」による補足
情報の提供も行っています。
　土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害の危
険性が高まったときに、市町村長が避難勧告等を

千葉県土砂災害警戒情報システム（パソコン版）
［パソコン URL: http://dosyabo.bousai.pref/chiba.lg.jp/］

千葉県土砂災害警戒情報システム（携帯版）
［携帯 URL: http://dosyabo.bousai.pref/chiba.lg.jp/mobile］

発令する際の判断や住民の自主避難
の参考となるよう、都道府県と気象
庁が共同で発表する防災情報です。
　なお、土砂災害警戒情報の発表単
位は市町村単位の発表であり、具体
的にどこが危険性の高い箇所で、ど
こに避難勧告を出すのか判断を迅速
に行う必要があります。そこで、よ
り詳細な補足情報として、防災担当
者へ土砂災害警戒情報による危険度
情報と土砂災害警戒区域等の砂防関
連情報を重ね合わせた情報として、
千葉県砂防 GIS を整備していると
ころです。
　今後、これら防災情報の提供を行
い、ハード対策を含めた総合的な土
砂災害防止に向けた取組みを進めて
まいります。
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⑸　講習会
　災害発生後の迅速かつ円滑な復旧活動に資する
ため、㈶千葉県建設技術センターの協力を得て、
定期的に災害復旧事業実務講習会を実施していま
す。また、毎年 7 月頃に市町村・各出先機関の担
当者を対象とした会議を実施しています。
　平成22年度も出水期にあわせて災害復旧実務講
習会を開催し、市町村・各出先機関の担当者約50

千葉県砂防 GIS（案）

災害実務講習会の模様

名の参加がありました。当講習会で
は、災害復旧事業の制度や流れ、設
計・積算の考え方、最新の災害復旧
に関する通知等を解説し、出前講座
として関東地方整備局の防災課長を
お招きし、災害復旧事業に関する実
例を紹介いただくなど、担当者の技
術向上を図っています。
　当県では、近年災害による被害が
少ない中で、災害復旧事業に関する
技術や災害査定等に係る多くのルー
ルや留意事項などを伝承していくこ
とが困難な状況となっており、今後、
業務を円滑かつ適正に遂行していく
上での懸念材料となっています。こ
のため、災害の経験豊富な職員の減
少などを補うため、講習会や担当者

会議等を工夫し、迅速かつ適正に災害復旧実務が
行われるよう努力していきたいと考えています。

４ ．おわりに
　平成21年災により被災した千葉県内の公共土木
施設は、ほぼ復旧が完了しています。これは、災
害申請から災害査定に至るまで、国土交通省をは
じめとする関係機関の御指導をいただいたことに
よるものであり、この場を借りて厚く御礼申し上
げます。
　平成22年は、幸いにも現時点（ 9 月１日現在）
で公共土木施設の災害は発生しておらず、近年は
災害が少ない年が続いています。今後、災害が発
生した際に、被害を最小限に食い止め、県民生活
の安心安全を確保するためには、日頃からの防災・
減災への取組みが必要不可欠であり、今後も引き
続き、関係職員との訓練・研修等を通して共通認
識を図り、より一層の体制強化を目指していきた
いと考えております。
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新任査定官プロフィール

氏　名　高橋　洋一

出生地　鹿児島県

家　族　 4人

趣　味　歴史散策

主な経歴　

昭55．建設省採用

平15．中部地方整備局設楽ダム工事事務所長

平16．中部地方整備局地域河川調整官

平20．中部地方整備局河川調査官

平22．河川局防災課総括災害査定官

　 ８月10日付で総括災害査定官を拝命しました。災害復旧事業は、災害の速やかな復旧と公

共の福祉の確保を目的としています。査定業務を通じて全国の災害・防災担当者の方々のご

意見・ご要望をお聞きして、よりよい災害復旧事業を目指していく所存です。よろしくお願

いいたします。

特別販売価格：2,700円（消費税、発送料込み）

平成21年発生災害採択事例集（CD-R版）

　本協会が平成22年 5 月に発行した「平成21年発生災害採択事例集」につきましては、ご好評につき、 6月上旬
には早くも完売となり、その後ご購入を希望された皆様には、大変ご迷惑をおかけしております。
　完売後のご購入希望者があまりにも多いことから、今回は特別に PDF画像（CD-R 版）に再編集した「平成
21年発生災害採択事例集」を追加発行することとなりました。図書（製本版）ではなく PDF画像（CD-R 版）
ではありますが、パソコンにより簡易に内容が閲覧でき、また必要部分の印刷も可能です。
　「平成21年発生災害採択事例集」のご購入を希望されながら、完売のためにご入手できなかった皆様方には、
是非この機会に再度ご購入をご検討ください。

1 ．平成21年発生災害について
　⑴　平成21年発生災害の概要
　⑵　主な平成21年発生災害の概要
2 ．平成21年発生公共土木施設災害（国土交通省所管・補助）
の概要

　⑴　決定額及び被害報告額
　⑵　決定額内訳
　⑶　平成21年発生大規模災害箇所一覧表（ 4億円以上）
　⑷　一定災の推移
３ ．平成21年河川等災害復旧助成事業・河川等災害関連事業及
び河川等災害関連特別対策事業の概要

　⑴　総括
　⑵　平成21年河川等災害復旧助成事業の概要
　⑶　平成21年河川等災害関連事業の概要
　⑷　平成21年河川等災害関連特別対策事業の概要
　⑸　平成21年河川等災害特定関連事業の概要

　⑹　平成21年特定小川災害関連環境再生事業の概要
　⑺　平成21年災害特定関連事業の概要
４ ．平成21年発生災害採択事例
　⑴　河川災害復旧工事（補助災害全体に占める割合：約

67％）
　⑵　海岸災害復旧工事（補助災害全体に占める割合：約 1％）
　⑶　砂防・急傾斜・地すべり災害復旧工事（補助災害全体に

占める割合：約 5％）
　⑷　道路災害復旧工事の概要（補助災害全体に占める割合：

約23％）
　⑸　橋梁災害復旧工事の概要（補助災害全体に占める割合：

約 2％）
　⑹　改良復旧工事の概要
参考 1　収録事例特徴別分類表
参考 2　災害査定事務の簡素化

新刊ご案内

平成21年発生災害採択事例集　【目次】
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「親水公園内警報発令システムの
構築について」

鳥取県県土整備部
河川課 土木技師
木村　拓寛

１ ．はじめに
　鳥取県では、平成20年 7 月28日に神戸市灘区の
都賀川で発生した水難事故を契機に、県管理河川
の親水公園の緊急点検を実施したところ、急激な
水位上昇の危険性のある親水公園が24箇所あるこ
とが判明しました。
　この急激な水位上昇の危険性のある親水公園24
箇所について、注意喚起看板を設置し（平成21年
3 月完了）、親水公園利用者へ注意喚起を促しま
した。
　また、各市町村所有の防災行政無線スピーカー
を利用した危険情報の提供をしていただくよう各
市町村との調整を実施しました。
　さらに、急激な水位上昇の危険性のある親水公
園24箇所のうち、短時間で水位上昇が著しい河川
や利用者数が多い親水公園 ９箇所については、回
転灯及び音声アナウンスによる警報発令システム
の整備を行うこととし、平成22年の出水期からシ
ステムの運用開始を行いました。
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２．親水公園内警報発令システム
　短時間での水位上昇が著しい又は、利用者数が
多い親水公園 ９箇所を選定し、この ９箇所につい
て、気象台発表の大雨・洪水注警報、降雨予測値
により水位上昇が予測され、危険と判断された場

合、親水公園内に設置された警報装置（回転灯、
チャイム、音声アナウンス）で親水公園利用者に
注意喚起を行う『親水公園内警報発令システム』
を構築しました。

⑴　システム概要
　本システムは、県庁統制局に設置された『鳥取
県防災情報システム』内に専用サーバを追加設置
し、気象台からの専用線を介し大雨・洪水注警報
情報と降雨予測値を受信し、サーバ内で演算処理
を行い、危険と判断された場合に、現地警報発令
システムにて警報発令を行います。
　一連の作業は、人為的ミスの防止や迅速な警報
発令を行うため、全ての作業を専用サーバ内で自
動処理し、現地警報発令システムへの警報発令は
携帯電話のFOMA網を利用し伝送処理します。

姫路公園 看板設置状況

【システムイメージ図】

実際の看板

　看板には、公園利用者が気象に関する諸情報を
入手できるよう、県の防災情報ホームページの携
帯サイトのアドレスとQRコードを掲載。
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⑵　現地警報発令システム
　現地警報発令システムの発令基準としては、表
− 1によるものとして運用開を行いました。
　また、警報発令システムの設置箇所には、簡易
水位計を設置し水位観測を行い、観測データを蓄
積し、今後、警報発令の妥当性の検証を行い、必
要であれば発令基準の見直しを行うこととしてい
ます。

　警報装置の音声アナウンスは、チャイム音、音
声による注意喚起を 1セットとして、大型スピー
カーで公園内に届きます。

発令条件 発令条件の詳細

雨 量
1時間後の予測雨量により急激な水位上
昇が見込まれる場合。

注 意 報 気象庁発表の大雨・洪水注意報発令時

警 報 気象庁発表の大雨・洪水警報発令時

【鳥取県防災情報システム システム構成図】

表− １

＊鳥取県防災情報システム：
県内に設置された雨量・水位観測局の観測データを無線回線、情報ハイウェイにより伝送し、各総
合事務所・県庁の河川情報システムで演算処理し、洪水予報システム、土砂災害警戒情報システム、
水防警報発令等の防災情報の基礎資料として使用。また観測データをHPにより一般公開。

　現地警報装置の音声アナウンスは表− 2のとお
りです。予め放送パターンを入力しておくことで、
自動で警報（音声アナウンス）を流すこととして
います。
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　警報装置は、回転灯による視覚的装置と、大型
スピーカーによる聴覚的装置を搭載しています。
　運用に際しては、地元自治会と調整の上、公園
利用時間等を勘案し、システムの稼働時間と放送
間隔を初期設定しました。

３ ．郡家東小学校における防災教育の実施
　システム整備箇所周辺の小学校を対象に、防災
教育の一環として、親水公園内警報発令システム
を活用した親水公園からの避難訓練を実施しまし
た。

発令条件 音声パターン

雨 量
上流で大雨が降り河川が急激に増水する
恐れがあります。速やかに河川から避難
してください。

注 意 報
気象庁より大雨に関する注意報が発令さ
れました。親水公園内の河川が急激に増
水する恐れがあります。ご注意下さい。

警 報

気象庁より大雨に関する警報が発令され
ました。親水公園内の河川が急激に増水
する恐れがあります。速やかに河川から
避難してください。

【現地警報装置 姿図】

表− ２
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４．おわりに
　親水公園自体は、自然に親しんでいただくため
の場であるため、危険性があるからと言って直ち
に閉鎖したりするべきものではなく、安全に楽し
んでいただける環境をつくり出すことも、管理者
の責任であると考え、今回構築した本システムが、
親水公園利用者の安全に寄与できるよう願ってお
ります。
　近年、集中豪雨等により全国各地で河川・土砂
に関する災害が発生し、多くの犠牲者が生じてい
る中、早期避難などの防災体制につながる防災情
報の提供等のソフト対策の充実・強化が今後いっ
そう重要となってきます。また、県民の防災意識
向上のためには、子どもの頃から「防災」につい
て考えることが効果的であることから、今後も小
学生を対象に、学外実習の時間等を利用して、自
然災害に関する防災教育を実施していきたいと思
います。
　最後に、本システムの整備・運用に関し、県内
の各総合事務所の防災情報システム担当の方々、
県内関係市町の公園管理担当者様、防災担当者様、
また、地元自治会の関係者様には、色々とご協力
をいただき、誠にありがとうございました。この
場をお借りして、お礼申し上げます。

日時：平成22年 6 月22日（火）
場所：姫路公園、園内管理棟（八頭町姫路）
対象：八頭町立郡家東小学校 3年生　38名
内容：
　　○土砂災害について学習
　　○河川災害について学習
　　○親水公園内警報発令システムを活用した避

難訓練

聞こえると、河川の中から友達同士誘い合
い、大急ぎで避難箇所へ無事避難すること
が出来ました。

小学生からの感謝状：

河川災害・水難事故についてビデオ学習

避難訓練の実施

当日の様子：
　　○土砂災害の模型実験に子供たちは興味津々。
　　○ビデオ学習では、土砂・河川災害のインパ

クトのある映像に、子供たちは、喚声をあ
げていました。災害は怖い。

　　○避難訓練では、警報装置からアナウンスが
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「防災フェア２０１０」が開催されました

　 ８月30日（月）から ９月 ５日（日）までは防災週間で
した（別紙参照　平成22年度「防災週間」の実施に
ついて）。
　この期間を中心に、全国各地で展示会、講演会、
防災訓練など、国民の防災意識の高揚と、防災知識
の普及・啓発のための様々な取組が行われました。
　この防災週間の主要行事として、内閣府、防災推
進協議会の共同開催で、 ９月 3日（金）から下記のと
おり「防災フェア2010」が開催されました。
　2９回目となる本年は、東京タワーにおいて、タワ
ーのライトアップ、防災に関する展示や体験、楽し
く防災を学べるイベントなどを通じて、災害時の心
構えや日頃の備えなど、減災の重要性を広くアピー
ルすることができました。
　詳細は次のホームページからもご覧いただけます
のでご参照ください。

http://www.bousai.go.jp/fair2010/

１ ．期間等　平成22年 ９ 月 3 日（金）～ ９月 ５日（日）
　テーマ：「今こそ、災害への関心を自助・共助の

行動へとつなげよう！」

～あなたの行動と地域のつながりで
高める都市の防災力～

２ ．会　場
　東京タワー（東京都港区芝公園 ４ - 2 - ８ ）
３ ．主催等
　主　催：内閣府、防災推進協議会

（※防災推進協議会は昭和５7年設立、日
本赤十字社、㈳全国防災協会など6８団体
で構成）

　共　催：東京都港区
　後　援：警察庁、総務省、総務省消防庁、文部科

学省、厚生労働省、農林水産省、経済産
業省、国土交通省、気象庁、海上保安庁、
防衛省

　協　力：東京消防庁、日本赤十字社、東京瓦斯株
式会社、東京電力株式会社、東日本電信
電話株式会社、株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・ドコモ

４ ．東京タワーライトアップ点灯式
　日　時： ９月 3日（金）　1８：30～（1８：00から東

京消防庁音楽隊による演奏）

ライトアップ点灯式（東京タワー）

　場　所：東京タワー正面玄
関前

　出席者：中井 内閣府特命
担当大臣（防災）、
近衛防災推進協議
会会長（日本赤十
字社社長）、港区
副区長等

５ ．防災フェアの全国への展
開
○防災についての意識啓発を
全国に発信するため、全日
本タワー協議会の協力の
下、東京タワーをはじめ、
全国10カ所のタワーにおい
て、「防災推進ライトアッ
プ」が実施されました。
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挨拶（中井 防災担当大臣） 展示ブース入口

防災フェア２０１０会場 東京タワー点灯

挨拶（近衛 防災推進協議会会長） 防災ポスターコンクール入賞作品展示

ライトアップ点灯
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（別紙）

平成２２年度「防災週間」の実施について

平成22年8月9日
中央防災会議決定

１ ．趣　旨
  我が国は、その位置、地形、地質、気象等の自然
的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、
地震、津波、火山噴火等による災害が発生しやすい
国土となっている。
  昨年は、 ８月に駿河湾を震源とする地震、12月に
伊豆半島東方沖を震源とする地震が発生するととも
に、 7月から10月にかけて平成21年 7 月中国・九州
北部豪雨や台風第 ９号、台風第1８号などにより、全
国各地で被害が発生した。また、本年も、 2月のチ
リ中部沿岸を震源とする地震による津波により大き
な被害が発生している。
  災害の未然防止と被害の軽減を図るためには、こ
れらの災害から得られた教訓を的確に活かし、平素
より災害時における被害軽減に対する備えを充実強
化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動
を繰り広げ、被災後の円滑な復旧・復興を可能とし
ていくことが重要である。
  東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海
溝周辺海溝型地震、首都直下地震の発生が懸念され
ている中、さらに近年の度重なる自然災害や事件・
事故により、安全・安心の価値がこれまでになく社
会の中で認識されるようになっている。自然災害か
らの安全・安心を得るためには、国民一人一人や企
業等の発意に基づく「自助」、地域の多様な主体に
よる「共助」、国・地方公共団体による「公助」の
連携が重要である。個人や家庭、地域、企業、団体
等が日常的に減災のための行動と投資を息長く行う
国民運動を展開するため、中央防災会議では「災害
被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」
（平成1８年 ４ 月21日）を決定した。
  日頃からの具体的な「備え」を実践する国民運動
の裾野を更に拡大し、社会全体における防災力を向
上させるため、以下のとおり、国、関係公共機関、
地方公共団体及びその他関係団体等の緊密な連携の
下に、防災に関する各種の行事を全国的に実施する。
  なお、国民運動の一環でもある防災訓練の実施に
当たっては、「平成22年度総合防災訓練大綱」（平成
22年 ４ 月21日中央防災会議決定）によるものとする。

２ ．実施期間
　平成22年 ８ 月30日（月）から ９月 ５日（日）

３ ．実施主体
　国、関係公共機関、地方公共団体、その他関係団
体

４ ．実施事項
  国、地方公共団体等は、災害が発生した場合、災
害応急対策から、災害復旧・復興までの一連の対策
を迅速かつ円滑に行うための備えを十分に行う必要
がある。一方、国民は、平常時より災害に対する備
えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るととも
に、地域住民及び企業が連携してお互いに助け合う
ことが非常に重要である。
  国、地方公共団体等は、こうした「自助」、「共助」、
「公助」それぞれが適切に役割を果たすよう、「災害
被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」
及び「平成22年度総合防災訓練大綱」に基づき、行
政における十分な準備と訓練を行うとともに、国民
に対する防災知識の普及・啓発を図り、国民運動を
推進することが必要である。
  これらを踏まえて、本防災週間においては、地域
の実情に応じて、次に掲げるような、防災週間の趣
旨にふさわしい内容の行事を実施するものとし、国
は、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団
体等に対して協力を要請するものとする。
⑴　重点事項
　①災害に共通する課題
　ａ　自ら身の安全を守る備えと行動、近隣の負傷
者・災害時要援護者への支援・救助等自主防災
の重要性の周知

　ｂ　実施主体間の連携確保と日常的な防災活動の
重要性の周知

　ｃ　食料・飲料水の備蓄、地域特性を踏まえた防
災教育の充実等の国民に対する防災知識の普
及・啓発

　ｄ　地域・学校・職場等における防災意識を災害
時の行動に結びつけ、被害減少のための予防的
な取組を積極的に加味した実践的な防災訓練の
実施

　ｅ　防災情報の迅速かつ確実な伝達及び提供の実
施

以下省略（行事内容等の詳細は、内閣府HP「防災
情報」でご確認下さい）
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災害復旧工事の設計要領（平成22年版）

　「災害復旧工事の設計要領」（通称「赤本」）は、昭和32年に初版を発行して以来、平成22年版で54版を数える
ことになります。
　その間には、請負工事への転換、機械施工の進展、新工法・新技術の開発、電算化への移行等社会情勢の変化
とともに、その都度内容の改正を行ってまいりました。
　災害復旧事業は、被災後速やかに復旧することが事業に携わる者の使命であり、このためには、災害査定設計
書を迅速かつ適確に作成する必要があります。
　災害査定用歩掛は、文字通り災害査定設計書を作成するための歩掛であり、実施計画書との乖離が生じないよ
うにとの配慮から、平成 5年 7月より土木工事標準歩掛に準拠したものとなっています。土木工事標準歩掛は、
施工形態の変動への対応及び歩掛の合理化・簡素化の観点からの歩掛の改正・制定が毎年行われています。平成
22年度の災害査定用歩掛の主な改正点は次のとおりです。

〔主な改訂内容の概要〕
⑴　歩掛について
　　災害査定用設計歩掛が準拠している土木工事標準歩掛（国土交通省）において、平成22年度は「機械土工」
など 6工種において改訂が行われた。
⑵　間接工事費について
　　共通仮設費、現場管理費の率分の大都市補正について18地区が追加された。

第Ⅰ編　一般事項
　第 1章　総　　則
　第 2章　工事費の積算
　第 3章　一般管理費等及び消費税相当額
　第 4章　数値基準
　第 5章　建設機械運転労務等
　第 6章　災害査定設計書記載例

第Ⅱ編　共 通 工
　第 1章　土　　工
　第 2章　共 通 工
　第 3章　基 礎 工
　第 4章　コンクリート工
　第 5章　仮 設 工

第Ⅲ編　河　　川
　第 1章　河川・海岸
　第 2章　河川維持工

　第 3章　砂　　防
　第 4章　地すべり防止工

第Ⅳ編　道　　路
　第 1章　舗 装 工
　第 2章　付属施設
　第 3章　道路維持修繕工
　第 4章　共同溝工

第Ⅴ編　そ の 他
　第 1章　伝統的な復旧工法（参考）
　第 2章　機械経費

第Ⅵ編　参考資料
　第 1章　設計資料
　第 2章　災害復旧における環境への取組に

ついて
　第 3章　災害復旧工法について

新刊ご案内 平成22年 7 月発刊

本書の内容
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平成22年　発生主要異常気象別被害報告 平成22年 9 月15日現在（単位：千円）
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